
  

 

 別紙１ 
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長

官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正（案）等に対するパブリ

ックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 
 

№ コメントの概要 金融庁の考え方 

１ IFRS の基準を指定国際会計基準に指定する

時に、基準の適用日も含めて指定され、日本に

おける任意適用企業の適用日も IFRS の基準に

書かれているものと同日であると理解してい

るが、任意適用を考えている企業等の無用な混

乱を避けるために、その点を告示に明記してい

ただきたい。 

２ 指定国際会計基準から削除または改訂され

た基準書について、今回、新たに指定国際会計

基準として指定される基準書が適用されるま

での事業年度においては、引き続き指定国際会

計基準として認められることでよいか明確に

すべきである。なお、解釈指針についても同様

である。 

ご指摘のとおり、指定国際会計基準の指定に

ついては、適用時期も含めて行われるものであ

ることから、指定国際会計基準の適用時期につ

いては、国際会計基準の規定に従うことになり

ます。 

また、新たに指定された指定国際会計基準が

適用（早期適用を除く。）されるまでは、新た

な指定により削除された基準であっても、当該

新たに指定された指定国際会計基準に相当す

る基準については、引き続き適用することがで

きます。 

上記を明確にするために、連結財務諸表規則

ガイドラインを改正しました。 

３ 改正案では、改正後の指定国際会計基準を公

布の日から適用するとされている。連結決算日

が適用日より前で、適用日の後に有価証券報告

書の提出日が到来する場合、当該連結財務諸表

を、改正後の指定国際会計基準で作成すること

ができる旨をガイドラインなどで明確にすべ

きである。 

改正後の金融庁告示は、公布の日から適用さ

れることになっており、告示の公布日以後に有

価証券報告書の提出日が到来する場合、改正後

の指定国際会計基準を適用することは可能で

す。 

４ ３月決算会社にとって、３月31日時点でIASB

がそれまでに公表した個々の基準等について

指定していないことは、会計基準の安定的な運

用の観点からは望ましくない。また、今後、指

定国際会計基準の任意適用企業数が拡大し、３

月決算会社以外の企業も含まれることも想定

されることから、現在の指定の手続を見直し、

IASB が公表した基準等についてより適時に指

定の手続がなされることが望ましい。 

５ 平成24 年３月13 日に IFRS 第１号「国際財

務報告基準の初度適用」が改訂されている。当

該基準は早期適用が可能であり、かつ、国際会

計基準の初度適用をより合理的な負担で行う

ことを可能とする改訂内容を含んでいる。この

ため、所要の手続を経たうえで、当該基準を可

及的速やかに指定国際会計基準に追加するこ

とが考えられる。 

指定国際会計基準の指定は、国際会計基準の

うち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表

が行われたものと認められ、また、公正妥当な

企業会計の基準として見込まれるものについ

て、所要の手続を経て行うものであり、原則と

して、国際会計基準の公表から一年以内に行う

ものとしています（連結財務諸表規則ガイドラ

イン93-1）。 

今後も、一定の期間を区切って指定の手続を

行うことを考えていますが、その期間について

は、会計基準の内容等によって柔軟に対応した

いと考えています。 

６ 以下の基準については、当面の間、部分的に

選択適用（カーブアウト）を認める等の取扱い

を検討すべきと考える。 

① IAS第19号「従業員給付」 

② IFRS第13号「公正価値測定」 

一方で、現在IFRSの任意適用を行っている企

業からは、IFRSを任意適用する場合は、IASBが

国際会計基準の任意適用においては、基本的

には国際会計基準審議会（IASB）が作成した国

際会計基準をそのまま適用することが考えら

れますが（平成21年６月30日企業会計審議会

意見書）、国際会計基準の指定は、国際会計基

準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び

公表が行われたものと認められ、公正妥当な企



  

 

№ コメントの概要 金融庁の考え方 

公表するすべての基準が「指定国際会計基準」

として指定されるべきとの強い意見がある。

IFRSの完全な適用を行わなかった場合でも海

外での資金調達に支障をきたすことがないよ

う、日本の立場を明確に広報する等、当局の政

策的配慮が求められる。 

７ IFRS を任意適用する場合は、IASB が公表す

るすべての基準が指定国際会計基準として指

定されるとの理解でよいか。 

８ 将来的に IFRS 第４号「保険契約」フェーズ

Ⅱが基準化されて、日本における指定国際会計

基準化の検討が行われる際、及び日本における

IFRS 強制適用等の検討の際には、IFRS 第９号

「金融商品」に関してIFRS第４号「保険契約」

フェーズⅡとの整合性という視点等を踏まえ

た検討を行っていただきたい。 

業会計の基準として見込まれるものについて、

所要の手続（連結財務諸表規則ガイドライン

93-1）を経たうえで、行うこととしています。

なお、指定にあたっては、会計基準間の整合性

の点も含めて検討するものです。 

なお、国際会計基準のわが国における適用の

あり方については、現在、企業会計審議会にお

いて議論されているところであり、その議論も

踏まえ、今後検討することが考えられます。 

９ 将来的に国際財務報告基準の強制適用が行

われる場合において使用される国際財務報告

基準は、任意適用時の指定国際会計基準とは異

なるものとなる可能性について、今後検討の余

地があるとの理解でよいか。 

国際会計基準のわが国における適用のあり

方については、現在、企業会計審議会において

議論されているところであり、その議論も踏ま

え、今後検討することが考えられます。 

 


